
平成30年度安全対策推進ネットワーク第17号（平成31年2月13日）

海の安全情報スマートフォン用サイト →
（こちらから登録して下さい）

海の安全情報メール配信サービス →

（空メールを送信して登録して下さい）

LINK

写真はイメージです

今年に入り、第四管区海上保安本部管内において、小型船
同士の衝突事故が８隻発生しており、過去５年で最も多い事故
隻数となっています。
発生した衝突事故では、当時
・漁探の操作に夢中になっていた
・漁獲物の選別を行っていた
・遊漁客の相手をしていた
・周りを全く見ていなかった

など、見張りを行わず漫然と航行させた結果による事故となっています。
事故が発生すれば、財産の損害だけではなく、刑事・民事でもその責任を問われることになります。
今一度、「船員の常務」として「見張りの徹底」を！

http://www7.kaiho.mlit.go.jp/micsmail/reg/touroku.html
http://www7.kaiho.mlit.go.jp/micsmail/reg/touroku.html

